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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
 





 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 C 60793-1-54：9999 
 (IEC 60793-1-54：2018) 

光ファイバ－第 1－54 部：測定方法及び試験手順－

γ線照射 
Optical fibers-Part 1-54: Measurement methods and test procedures-

Gamma irradiation 

序文 

この規格は，2018 年に第 3 版として発行された IEC 60793-1-54 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，γ線に暴露された光ファイバ及び光ファイバケーブルの定常状態応答を測定する方法を規

定する。これらは，ケーブル化前後のクラス B シングルモード又はクラス A，カテゴリ A1 及び A2 マル

チモード光ファイバにおいて，γ線に暴露されて生じる損失変化を決定するために使用可能である。 

一般に，ケーブル化前後の光ファイバの損失は，γ線に暴露すると増加する。これは主に，ガラスの欠

陥部位での放射線分解電子及び正孔の捕捉（つまり，“カラーセンタ”の形成）による。この試験手順は，

環境背景放射線の影響を推定するのに適した低線量率の領域と，厳しい核環境の影響を推定するのに適し

た高線量率の領域との，二つの関心のある領域に焦点を当てている。環境背景放射線の影響の試験は，JIS 
C 6823 方法 A−カットバック法と同様の光損失測定手順で実現される。厳しい核環境の影響は，試料をγ

線に暴露する前，暴露中，及び暴露後の光パワーを監視することによって評価される。光（フォトブリー

チング）及び熱によるカラーセンタの減少によって，回復（放射線によって増加した損失の低減）が生じ

る。この回復は，照射時間及びアニール温度に依存して，短期間及び長期間にわたって生じる可能性があ

る。これによって，放射線を暴露した後の損失の特性評価が複雑になる。なぜならば，放射線によって増

加する損失及びその後の回復は，試験環境の温度，試料の構成，試料に暴露される総線量及び線量率，並

びに測定に使用する光パワーを含む多くの変数に依存するためである。 

これらの試験は，光ファイバケーブルの非光学的材料成分に対する材料試験ではない。放射線に暴露し

たケーブル材料の劣化を調査する場合には，他の試験方法を使用する。 

この試験方法は，明確で簡潔な手順として作成されている。正確で適切かつ効果的な放射線試験を行い，

測定の不確実性を低減するために必要な背景知識は，IEC TR 62283 に別途記載されている。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60793-1-54:2018，Optical fibres－Part 1-54: Measurement methods and test procedures－Gamma 

irradiation（IDT） 
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なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 6823 光ファイバ損失試験方法 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60793-1-40，Optical fibres－Part 1-40: Measurement 

methods and test procedures－Attenuation，IEC 60793-1-46，Optical fibres Part 1-46: Measurement 
methods and test procedures –Monitoring of changes in optical transmittance 

JIS C 6825 光ファイバ構造パラメータ試験方法－光学的特性 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60793-1-44，Optical fibres－Part 1-44: Optical fibres – Part 

1-44: Measurement methods and test procedures –Cut-off wavelength 

IEC 61280-4-1，Fibre-optic communication subsystem test procedures – Part 4-1: Installed cable plant – 
Multimode attenuation measurement 

3 用語及び定義 

この規格には，定義する用語はない。 

4 装置 

4.1 一般 

この試験を実施する際は，厳格な規制を適用し，適切な保護設備を整えることが必要である。また，慎

重に選ばれた訓練を受けた試験担当者によって実施しなければならない。これらの要求事項を満たすこと

が重要であり，試験が不適切に実施されたり，規則を守らずに行われると，試験担当者は非常に危険とな

る。 

注記 日本国内で放射線源を用いた試験を行う場合は，関連法令によって専門施設だけが可能である。 

4.2 放射線源 

4.2.1 環境背景放射線の試験方法 

γ線を照射するには，60Co 又は同等の電離放射線源を使用しなければならない。この試験環境は，比較

的低い総線量及び線量率を特徴とする。 

4.2.2 厳しい核環境放射線の試験方法 

γ線を照射するには，60Co 又は同等の電離放射線源（単数又は複数）を使用しなければならない。この

試験環境は，より高い総線量及び線量率を特徴とする。 

4.3 光源 

試験対象の光ファイバに適した波長を発する白色光源，レーザ，又は発光ダイオードなどを使用しなけ
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ればならない。これらの光源の波長は詳細仕様に従わなければならない。 

光源は，測定を行うのに十分な期間，強度が安定していなければならない。光源から試料に結合される

光パワーは−30 dBm（1.0 μW），許容範囲±2 dBm，又は詳細仕様に従う必要がある。ロックインアンプを

使用する場合は，光源を 50 %デューティサイクルのパルス信号で変調してもよい。 

4.4 光学フィルタ又はモノクロメータ 

特に指定がない限り，光源は一連の光学フィルタ又はモノクロメータでフィルタリングすることで，波

長許容範囲±20 nm を満たす必要がある。フィルタを使用する場合，その 3 dB 帯域幅は 25 nm 以下でなけ

ればならない。 

4.5 クラッドモード除去器 

必要に応じて，試料の入力端及び出力端にクラッドモードを除去する装置を設置しなければならない。

光ファイバの被覆材がクラッドモードを除去する設計の場合，クラッドモード除去器は不要となる。 

4.6 光ファイバ支持及び位置決め装置 

試料の入力端を安定して支持する手段（例：真空チャック）を設置しなければならない。この支持装置

は，試料の端を入力ビームに繰り返し位置決め可能とするため，位置決め装置に取り付けられなければな

らない。 

4.7 光スプリッタ 

入力光の一部を基準検出器に分岐するために，光スプリッタを設置しなければならない。基準検出器光

路は，試験中の測定系の変動を監視する目的で使用されなければならない。 

4.8 励起条件 

4.8.1 クラス A，カテゴリ A1 光ファイバ（グレーデッドインデックスマルチモード光ファイバ） 

サブカテゴリ A1a のグレーデッドインデックスマルチモード光ファイバでは，高次伝搬モードを減衰さ

せ，光ファイバの入力端近くで定常状態のモード条件を確立するために平衡モードシミュレータを使用し

なければならない。この励起条件の要求事項は，IEC 61280-4-1 で規定されている。 

4.8.2 クラス A，カテゴリ A2 光ファイバ（疑似ステップ及びステップインデックス光ファイバ） 

励起条件は，詳細仕様書に規定されたとおりに設定しなければならない。 

4.8.3 クラス B 光ファイバ（シングルモード光ファイバ） 

試料を励起するために，光学レンズシステム又はピッグテールを使用してもよい。試料に結合されるパ

ワーは，試験の期間中安定していなければならない。光学レンズシステムを使用する場合，光ファイバの

位置決めの影響を小さくする方法として，試料を全モード励振することがある。ピッグテールを使用する

場合，干渉効果を排除するために屈折率整合材を使用してもよい。試料のカットオフ波長以上の波長範囲

での高次伝搬モードを除去するために，高次モードフィルタを使用しなければならない。JIS C 6825 の箇

条 7（カットオフ波長の試験方法）方法 C で規定された試験条件は，この要求事項を満たす。 

4.9 検出器－信号検出電子機器 
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使用する光学検出器は，使用する強度範囲にわたって線形かつ安定でなければならない。一般的な測定

系には，電流入力プリアンプによって増幅された光起電力モードのフォトダイオード及びロックインアン

プによる同期検出が含まれることがある。 

4.10 光パワーメータ 

光源から試料に結合されるパワーが，1.0 μW 又は詳細仕様で指定されたパワーであることを確認する

ために適切な光パワーメータを使用しなければならない。 

4.11 放射線量計 

試料が受ける総放射線量を測定するために，熱ルミネセンス特性をもつ，LiF 若しくは CaF 結晶検出器

（熱ルミネセンス線量計 Thermo Luminescent Dosimeters），又は電離箱式線量計を使用しなければならない。 

4.12 温度制御容器 

特に指定がない限り，温度制御容器は規定温度±2 ℃の範囲内に維持できる能力を備えていなければな

らない。 

4.13 試験リール 

試験リールは，試験で使用される放射線に対して遮蔽体又は吸収体として作用してはならない。木材，

プラスチック，又は同様の非導電性材料のリールは，一般に放射線に対して透明である。ただし，正確な

測定を行うためには，放射線の追加吸収を考慮しなければならない。 

適切な線量ビルドアップ層を同様の材料で使用しなければならない。 

注記 線量ビルドアップ層は，放射線が試験リール又は試料を通過する際に発生する散乱及び吸収を補

正するための層で，測定結果の精度を向上させる。 

5 サンプリング及び試料 

5.1 試料 

5.1.1 光ファイバ試料 

光ファイバ試料は，詳細仕様で指定された光ファイバの代表的な試料でなければならない。 

5.1.2 光ファイバケーブル試料 

光ファイバケーブル試料は，詳細仕様で記載されたケーブルの代表的な試料であり，指定された光ファ

イバの少なくとも一つを含んでいなければならない。 

5.2 試料長 

詳細仕様書で特に指定がない限り，試料の長さは予想される誘導損失に基づいて選定しなければならず，

試験対象の光ファイバの種類によって異なる。試料への照射が終了した時点で，試料において合計 3 dB～
10 dB の誘導損失を得るように試料長を選定しなければならない。試料を接続する光ファイバリードの影

響は，その長さの短縮，遮蔽体の適用，及び放射線感度の低い光ファイバの選定によって，総誘導損失の

10 %未満に抑えなければならない。試料の照射長（照射区間）は報告しなければならない。 
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5.3 試料の配置 

試料は，リール直径が 10 cm 以上，又は詳細仕様で規定されたリールに巻き付けなければならない。光

学測定機器に接続のために，試料の両端をリールから引き出せるように配慮しなければならない。代替の

方法として，指定された直径に緩くコイル状に巻いてもよい。これらの場合，最小曲げ半径を考慮しなけ

ればならない。 

5.4 周囲光の遮蔽 

試料は外部光によるフォトブリーチングを防ぐために周囲の光から遮蔽しなければならない。 

6 手順 

6.1 一般 

放射線試験は，線量，線量率，暴露時間，及び温度によって異なり，環境背景放射線試験及び厳しい核

環境放射線試験がある。 

6.2 放射線源の校正 

試料を容器に設置する前に，放射線源の均一性及びレベルの校正を行わなければならない。試験リール

が配置される暴露領域で，四か所で線量及び線量率を測定しなければならない（代表的な平均値を得るた

めに四か所で測定する）。 

6.3 準備及び前処理 

試料は，試験前に，温度制御容器で 25 °C±5 °C で 1 時間，又は詳細仕様で指定された時間及び温度で

前処理を行わなければならない。 

試料の入力端を位置決め装置に配置し，校正済みパワーメータを用いて最大光パワーが得られるように

位置決めしなければならない。 

試料の入力端でのパワーは，校正済みパワーメータで測定し，必要に応じて，試料の入力端でのパワー

が 1.0 μW，又は詳細仕様で指定された値になるように，光源のパワーレベルを調整しなければならない。 

放射線源が停止状態で，試料の入力端を検出器で最大パワーが得られるように位置決めしなければなら

ない。位置決め後，試験中はγ線照射部分の入力励起条件を変更してはならない。 

光パワーのモニタ測定が行えるように，適切なモニタ測定装置を検出系に接続しなければならない。測

定機器は，検出信号が機器の限界を超えないように設定しなければならない。 

放射線の照射を開始する前に，測定系の安定性を確保しなければならない。総変動量は，照射終了時の

総誘導損失の 10 %未満でなければならない。 

規定の線量率でγ線を照射するには，60Co 又は同等の電離放射線源（単数又は複数）を使用しなければ

ならない。放射線源を起動又は停止に要する時間は，総暴露時間の 10 %未満でなければならない。 

試験中は温度を一定に保つことが重要である。異なる温度で試験を行う場合，照射前の損失測定は，各

指定波長ごとに試験を実施するそれぞれの温度で照射前の損失を測定しなければならない。 
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6.4 環境背景放射線での損失測定 

試料の損失測定は，JIS C 6823 方法 A−カットバック法に従い指定された試験波長で実施し，暴露前の試

料の損失値 a1 を記録しなければならない。初期の損失測定を行う際の環境温度は，その後実施される照射

試験中の温度と同じでなければならない。 

特に詳細仕様で指定されない限り，γ線への暴露による環境背景放射線の影響は，試料を 0.02 Gray／時

間（Gy/h）の公称線量率及び合計 0.1 Gray（Gy）の線量での暴露で評価しなければならない。特定の条件

を模擬するために，詳細仕様で異なる線量率及び総線量が求められる場合がある。 

暴露完了後の 2 時間以内に，試料の損失測定を JIS C 6823 方法 A−カットバック法に従って実施し，暴

露後の試料の損失値 a2 を記録しなければならない。 

6.5 厳しい核環境放射線での損失測定 

試料の光透過率の変化は，指定された試験波長にて，JIS C 6823 の箇条 9（光損失変動試験方法）に従

って監視しなければならない。 

γ線源に暴露される前の試料の出力パワーPB を記録しなければならない 

特に詳細仕様で指定されない限り，γ線への暴露による厳しい核放射線の影響は，試料を 1 000 Gy／時

間の公称線量率及び 1 000 Gy の線量での暴露で評価しなければならない。特定の条件を模擬するたため

に，詳細仕様で異なる線量率及び総線量が求められる場合がある。 

γ線照射中は，試料の出力パワーを継続的に記録しなければならない。照射前の初期損失測定を利用し，

試料の放射線誘発損失の判断が可能である。 

γ線照射の終了後，少なくとも 15 分間又は詳細仕様で指定された期間，出力パワーを継続的に記録しな

ければならない。また，γ線照射中及び照射終了後の回復期間中に，基準検出器のパワーレベルも記録し

なければならない。 

7 計算 

7.1 光損失の変化 Δa （環境背景放射線試験） 
Δ𝑎 = 𝑎ଶ − 𝑎ଵ  dB ······································································· (1) 

ここで， a1： γ線暴露前の試料の損失 
 a2： γ線暴露後の試料の損失 

7.2 光透過率の変化 a （厳しい核環境放射線試験） 

光透過率の変化 a は，以下の式を用いて各波長ごとに計算しなければならない（厳しい核環境放射）：  𝑎଴ = −10 log ቀ௉బ௉ాቁ   dB ································································· (2) 

𝑎ଵହ = −10 log ቀ௉భఱ௉ా ቁ   dB ······························································· (3) 

ここで， P0： 照射終了後 1 秒以内の試料の出力パワー（特に指定のない場合） 
 P15： 照射終了後 15 分後の試料の出力パワー（特に指定のない場合） 
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 PB： 照射開始前の試料の出力パワー 
 a0： 照射終了直後の試料の光透過率変化 
 a15： 照射終了後 15 分経過後の試料の光透過率変化 

7.3 結果の正規化 

測定系に重大な不安定性が見られる場合には，基準検出器の測定結果を使用した試験結果の正規化が望

ましい。 𝑎ୖ୉୊ = −10 log ቀ௉ు′௉ా′
ቁ   dB ······························································ (4) 

ここで， PE’： 測定終了時に基準検出器で測定された出力パワー 
 PB’： 照射開始前に基準検出器で測定された出力パワー 

測定系の不安定性を考慮した正規化試験結果は，以下の式で計算される。 𝑎଴୒୓ୖ = 𝑎଴ − 𝑎ୖ୉୊  dB ································································· (5) 𝑎ଵହ୒୓ୖ = 𝑎ଵହ − 𝑎ୖ୉୊  dB ······························································· (6) 

8 結果 

8.1 各試験において記録する事項 

測定ごとに次の情報を報告する。 

－ 試験日及び試験項目 

－ 放射線に暴露された試料の長さ 

－ 試験波長 

－ 試験温度 

－ 試験リールの材料，寸法及び設計 

－ 試験線量及び線量率 

－ 光損失変化 Δa（環境背景放射線試験） 

－ 光透過率変化 a0 及び a15（厳しい核環境放射線試験） 

－ 試料の特性（光ファイバの種類，光ファイバケーブルの種類，寸法及び組成） 

－ 試験中の記録チャート 

8.2 要求があれば記録する事項 

要求があれば，次の情報は報告しなければならない。 

－ 放射線源の説明 

－ 使用した線量計の説明 

－ 光源の種類，型番及び製造業者 

－ 光学フィルタ又はモノクロメータの説明 

－ クラッドモード除去器の説明 

－ 使用した励起シミュレータ及び励起条件の説明 

－ 使用した光スプリッタの種類 
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－ 検出及び記録装置の説明 

－ 温度制御容器の説明 

－ 試験装置の最新校正日 

－ 試験担当者の名前又は識別番号 

9 仕様事項 

詳細仕様では，次の事項を明示しなければならない。 

－ 試験した試料の種類 

－ 試験リールの直径 

－ 試験温度 

－ 合否判定基準 

－ 試料数 

－ 試験波長 

－ 総線量及び線量率 

－ その他の試験条件 
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